
○教育に対する情熱・使命感をもち、児童生徒に愛情をもって接することができる。

○教養､社会性､コミュニケーション力､想像力等の総合的な人間性を備えている。

○高い倫理観と規範意識をもち、自らの人権感覚を高めることができる。

○児童生徒、保護者や地域の方々と公正・公平な立場で対応することができる。

○常に学び続ける姿勢をもち、新たな課題へ挑戦することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

分
野

資
質 教員としての資質の向上に関する指標

1 地域の人的・物的資源を活用し、発達段階に応じて兵庫型「体験教育」を実践することができる。 ○ ○ ○ ☆ ☆ ☆ ○

2 国際社会で活躍する意欲や態度を育成するなど、グローバル化に対応した教育を実践することができる。 ○ ○ ○ ◇ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○

3 伝統や文化を尊重し、ふるさと兵庫を愛する態度を養うことができる。 ○ ○ ○ ☆ ☆ ☆ ○

4
「参画と協働が拓く兵庫の未来」等の指導事例集や副教材を活用し、児童生徒の政治的教養を高め、主体的に社会の形成に参
画し協働しようとする態度を養うことができる。

○ ○ ○ ◇ ☆ ☆ ☆ ○ ○

5
阪神・淡路大震災の記憶が風化することを防ぐとともに、その経験と教訓を活かし、主体的に判断して実践する力、助け合い
やボランティア精神等共生の心を育む「兵庫の防災教育」を推進することができる。

○ ○ ○ ☆ ☆ ☆ ○

6 幼小中高大の新たな接続・連携に伴う変化に対応し、さらなる充実をめざした取組を行うことができる。 ○ ○ ○ ☆ ☆ ☆ ○ ○

7
部活動の実施に当たっては、安全に配慮しながら生徒の自主性、協調性、責任感、連帯感などを育てることができる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【中・高】

○ ○ ○ ☆ ☆ ☆ ○

8
教科書及び「兵庫版道徳教育副読本」等を用いて、他者や自己との「対話」により、自己の生き方や人間としての生き方につ
いてさらに考えを深める道徳の授業を実践できる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【小・中】

○ ◇ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○

9
豊かなスポーツライフを継続する資質・能力の育成をめざし、児童生徒が主体的に体力・運動能力向上を図る態度を育てるこ
とができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【小・中高(保体)】

○ ◇ ☆ ☆ ☆ ○

10
インクルーシブ教育システムの理念を理解し、全ての児童生徒等に分かりやすいユニバーサルな授業づくりや互いに認め支え
合う集団づくりができる。

○ ○ ○ ◇ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○

11 特別な配慮や支援を必要とする児童生徒等の特性等を理解し、学習上・生活上の支援の工夫を行うことができる。 ○ ○ ○ ◇ ☆ ☆ ☆ ○

12
保護者や関係機関と連携を図りながら、個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し、児童生徒等の教育的ニーズに応じた
指導・支援を行うことができる。

○ ○ ○ ◇ ☆ ☆ ☆ ○ ○

13 Society5.0時代を生きていく児童生徒の発達の段階に応じた情報活用能力を育成するための指導を行うことができる。 ○ ○ ○ ◇ ☆ ☆ ☆ ○

14 授業や校務の様々な場面で、効果的にICTを活用することができる。 ○ ○ ○ ◇ ☆ ☆ ☆ ○

15 各校の情報セキュリティ実施手順等に基づき、校内の情報を適切に管理し、取り扱うことができる。 ○ ○ ○ ◎ ◇ ☆ ☆ ☆ ○

16 学習履歴等のデータを活用し、児童生徒の学習の改善を図ることができる。 〇 〇 〇 ◇ ☆ ☆ ☆ ○

17 学校教育目標や児童生徒の実態を踏まえた年間指導計画を作成し、計画的に授業を進めることができる。 ○ ◇ ☆ ☆ ☆ ○

18 学習指導要領の目標や内容に基づき、児童生徒の実態に応じた授業を設計することができる。 ○ ◇ ☆ ☆ ☆ ○

19
個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図り、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業づくりに取り組むこと
ができる。

○ ◇ ☆ ☆ ☆ ○ ○

20 評価規準等に基づき、児童生徒の学習状況を把握・評価し、指導方法の改善につなげることができる。 ○ ◇ ☆ ☆ ☆ ○

21 児童生徒や地域の実態に応じた教材を開発するなど、効果的な教科カリキュラムを編成することができる。 ○ ◇ ☆ ☆ ○

22 全国学力・学習状況調査結果等自校の課題を分析し、組織的・体系的な学力向上の取組ができる。 ○ ◎ ☆ ☆ ○

23 自他の生命を尊重し、多様性を認め、様々な人権課題を解決しようとする実践的な行動力を育成することができる。 ○ ○ ○ ◎ ◇ ☆ ☆ ☆ ○

24 体験活動や実践活動を通して、児童生徒の道徳性の育成に努めている。 ○ ○ ○ ◇ ☆ ☆ ☆ ○

25
いじめ、不登校等の教育課題の緊急性や重要性を理解し、他の教職員や関係機関と連携しながらその予防・解決に取り組むこ
とができる。

○ ○ ○ ◎ ◇ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○

26
学校教育目標の実現に向け、学級経営案やホームルーム計画の立案・実行・改善ができ、児童生徒が安心して過ごせる学級づ
くりに取り組むことができる。

○ ◇ ☆ ☆ ☆ ○

27
児童生徒との適切な距離を保ちながら、生活背景や内面の理解に努め、カウンセリングマインドをもって、児童生徒と接する
ことができる。

○ ○ ○ ◇ ☆ ☆ ☆ ○

28 社会的・職業的自立の基盤となる能力や態度の育成等を通して、児童生徒のキャリア発達を促すことができる。 ○ ○ ○ ◎ ◇ ☆ ☆ ☆ ○

29 児童生徒が自らのよさや可能性を認識し、多様な他者と協働する力を身に付けられるよう指導することができる。 ○ ○ ○ ◎ ◇ ☆ ☆ ☆ ○ ○

30 児童生徒の健康課題を的確に捉え、それを解決するための保健教育や保健指導ができる。 ○ ○ ◇ ☆ ☆ ☆ ○

31 偏食傾向や肥満傾向、食物アレルギー等の健康課題を抱える児童生徒に対し、個別の相談指導ができる。 ○ ○ ○ ◇ ☆ ☆ ☆ ○ ○

32
「教職員の勤務時間適正化推進プラン」に基づき、児童生徒と向き合う時間の確保と、ワーク・ライフ・バランスの実現に向
けて、計画的に仕事を進めることができる。

○ ○ ○ ◎ ◇ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○

33 児童生徒への指導等に関して、同僚・先輩や管理職等に相談し、指導に生かすことができる。 ○ ○ ○ ◇ ☆ ☆ ☆ ○

34
豊富な知識や経験を基に、若手教員に対し個性や特性に応じて支援するとともに、同僚と協働して学校の課題に取り組むこと
ができる。

○ ○ ○ ◎ ☆ ☆ ○

35 課題解決に向け、校内の共通理解を図り、家庭・地域・関係機関等と連携して取り組むことができる。 ○ ○ ○ ◎ ◇ ☆ ☆ ○

36 学校教育目標の達成に向け、主体的、積極的に学校運営に参画することができる。 ○ ○ ○ ◎ ☆ ☆ ○

37 校内における自分の役割を認識し、校務分掌を的確かつ効率的に遂行できる。 ○ ○ ○ ◇ ☆ ☆ ☆ ○

38 家庭や地域社会と連携し、開かれた学校づくりに努めている。 ○ ○ ○ ◎ ◇ ☆ ☆ ○ ○

39 学校の危機管理マニュアルを理解し、事件や事故、トラブルに適切に対応することができる。 ○ ○ ○ ◎ ◇ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○

40 学校教育目標や学校保健目標の具現化を図るため、学校医、関係機関等と連携した保健室経営ができる。 ○ ◇ ☆ ☆ ○

41 栄養管理や衛生管理等の学校給食の管理と、食に関する指導との一体的な展開を行うことができる。 ○ ◇ ☆ ☆ ☆ ○

42 日頃から、ストレスマネジメントに努めるとともに、教員として自覚ある行動をとることができる。 ○ ○ ○ ◇ ☆ ☆ ☆ ○

43 適切な言動を心がけ、児童生徒や保護者等からの信頼確保に努めている。 ○ ○ ○ ◇ ☆ ☆ ☆ ○

44 自らの適性や役割に応じた研究・研修に努め、職務や教科等の専門的知識や技能の向上を図ることができる。 ○ ○ ○ ◇ ☆ ☆ ☆ ○

45 日々の実践等を振り返り、主体的に自らの教育活動の工夫・改善に努めている。 ○ ○ ○ ◇ ☆ ☆ ☆ ○

※１　教諭・養護教諭・栄養教諭の○は、関係する職種である。

※２　主幹教諭の◎は、主幹教諭に、より求められる指標である。

※３　養成段階の◇は、大学等で身に付けておきたい基礎的、基本的な知識や技能の指標である。

※４　求められる資質の☆は、その時期に求められる資質である。

※５　重点的に研修に取り組む時期の○は、その資質を身に付けるために重点的に研修を行う時期である。

※６ 【 】は、対象とする校種・特別支援学校の学部や教科である。

兵庫県教員資質向上指標
令和６年１月改定

　グローバル化をはじめICTやAI等の技術革新等、社会情勢の激しい変化が続く中、子どもたち一人一人が自ら「在りたい自分」や「在り
たい社会」を描き、新たな価値を創造する力を身に付けていけるよう、「兵庫が育む こころ豊かで自立する人づくり」の基本理念のも
と、「『絆』を深め、『在りたい未来』を創造する力」の育成に取り組んでいく。 教
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【第３期】21年目以降
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